
1Ｈ単価

9：00～12：00
1Ｈ超
過料金

13：00～17：00
1Ｈ超
過料金

18：00～22：00
1Ｈ超過
料金

9：00～17：00
1Ｈ超過
料金

13：00～22：00
1Ｈ超過
料金

9：00～22：00
1Ｈ超過
料金

◎暖房
○冷房

平日 500 9,450 3,780 16,800 5,040 21,000 6,300 23,100 3,465 33,600 4,480 39,900 3,683

土・日・祝 500 11,550 4,620 19,950 5,985 24,150 7,245 28,350 4,252 38,850 5,180 47,250 4,361

1,575 630 2,100 630 3,150 945 3,675 551 5,250 700 6,825 630
◎　1575
○　1470

30 630 252 840 252 1,260 378 1,470 220 2,100 280 2,730 252
◎　　367
○　　367

315 126 420 126 630 189 735 110 1,050 140 1,365 126
◎　　210
○　　210

189 75 252 75 378 113 441 66 630 84 819 75
◎　　105
○　　105

90 1,575 630 2,100 630 3,150 945 3,675 551 5,250 700 6,825 630
◎　　399
○　　262

○営利・営業・宣伝広告＝×1.5　○午後10：00以降の超過時間外加算＝１時間あたりの×1.5

9：00～12：00
1Ｈ超
過料金

13：00～17：00
1Ｈ超
過料金

9：00～17：00
1Ｈ超過
料金

18：00～22：
00

1Ｈ超過
料金

9：00～22：00
1Ｈ超過
料金

13：00～22：00
1Ｈ超過
料金

787 315 1,050 315 1,837 315 1,050 315 2,887 315 2,100 315

2,205 1,323 2,940 1,323 5,145 1,323 4,410 1,323 9,555 1,323 7,350 1,323

315 189 420 189 735 189 630 189 1,365 189 1,050 189

1 入場料を徴収し、リクレーション及びアマチュアスポーツに利用するときは上記表の２倍とする。
2 リクレーション及びアマチュアスポーツ以外に利用する場合は、利用料の５倍とする。
3 営利・営業・宣伝等の目的で利用する場合は１０倍とする。本番は営利でも準備は定額。（準備及び整理の為当日以外の日に利用する場合は上記表の通り。）
4 運動広場の利用料は、ソフトボール・軟式野球・サッカー各１コート分とする。
5 延長料とは、利用時間以外に利用する場合で、１時間未満の端数は、これを１時間とする。

多目的室

ＭＡＸ
人数

午前（基本3Ｈ） 午後（基本4Ｈ） 夜間（基本4Ｈ） 昼間（基本8Ｈ）

●体育施設等基本利用料

施設
ＭＡＸ
人数

午前（基本3Ｈ）

ホワイエ

リハーサル室

★利用者が入場料、その他これに類する料金を徴収する場合、又は、営利・営業・宣伝等の目的で利用される場合、基本利用料金に次の割合を乗
じて得た額を加算する。最終合計１０円未満の端数は切り捨て。

控室（小）

●文化施設基本利用料  （ホールの舞台のみの利用は基本利用料の３０％）

施設

多目的ホール

控室（大）

○入場料等１，０００円未満＝×0.2　○入場料等１，０００円～５，０００円未満＝×0.3　○入場料等５，０００円～１０，０００円未満＝×0.5　○入場料等１０，０００円以上＝×1.0

控室、ホワ
イエを含む

◎　6300
○　5775

ホール

午後及び夜間
（基本9Ｈ）

全日（基本13Ｈ）

アリーナ

専用利用料（入場料等を徴収しないでリクレーション及びアマチュアスポーツに利用するとき。

午後（基本4Ｈ） 昼間（基本8Ｈ） 夜間（基本4Ｈ） 全日（基本13Ｈ）
午後及び夜間
（基本８H）

運動広場（1コート）


